
 

 

調査の概要 

 

１ 調査の目的 

 この調査は，国民健康保険の医療給付（老人保健法による医療給付を含む。）の

状況を観察して疾病及び薬剤の種類等を明らかにし，国民健康保険制度の健全な

運営を図るための基礎資料を得ることを目的とする。 

２ 調査対象及び調査客体 

 調査年の 5 月診療分として審査決定された診療報酬明細書及び調剤報酬明細書

（調査年 6 月審査分）を調査対象とし，退職被保険者等にかかる医療給付（退職

者医療）及び老人保健法による医療給付（老人保健医療）以外の医療給付（一般医療），

退職者医療及び老人保健医療別に次の抽出率をもって，保険者ごとに無作為系統抽

出したものを調査客体とした。 

（１） 一般医療及び老人保健医療の明細書抽出率 

   ア 入院については５０分の１ 

   イ 入院外，歯科及び調剤については５００分の１ 

（２） 退職者医療の明細書抽出率 

   ア 入院については１０分の１ 

   イ 入院外，歯科及び調剤については１００分の１ 

３ 調査事項 

 調査票記載の事項について調査を行った。 

４ 調査票 

 調査票は別紙様式１，様式２及び様式３のとおりである。 

５ 調査の方法 

 調査票は厚生労働省が都道府県を通じて全保険者に配付し，調査客体の抽出及

び調査票の主要事項の記入は各保険者が行い都道府県に提出した。 

 都道府県は各保険者から提出された調査票の内容を審査し，所要事項を記入の

うえ厚生労働省保険局に提出した。 

６ 集計及び解析 

 調査結果の集計及び解析は厚生労働省保険局において行った。 

 


